
農山漁村未来創造事業農地集積・事業承継加速型実施基準

第１ 一般基準
耕作放棄地再生支援事業は、次のすべての要件を満たすものとする。

１ 事業計画の規模が適切であって、交付対象者（農業者、農業者の組織する団体等）
の経営収支その他に照らし、事業計画に基づく事業の実施が確実であると見込まれる
こと。

２ 当該事業の実施に当たっては、関係法令を遵守するとともに、当該実施地域を所管
する関係機関の指導に従うこと。

３ 交付対象者が自己資金若しくは他の助成により実施中又は既に終了している事業で
ないこと。

４ 事業実施地域の実情に即した適正な現地実効価格を反映した事業計画に基づき、実
施されるものであること。

第２ 指定期間
実施要領別表に定める本事業の指定期間は、事業実施年度の前年度の１月１日から事

業実施年度の１２月末までとする。

第３ 事業の内容
１ 農地集積促進協力金

担い手への農地集積を図るため、農地中間管理機構（以下、「機構」という。）へ
農地を貸し出した「出し手」に対し、協力金を交付する事業に要する経費について
は、別記１により補助する。

２ 条件不利農地借受支援事業
機構から中山間地域等の条件不利な農地を借り受けた「受け手」に対し、奨励金

を交付する事業に要する経費については、別記２により補助する。
３ お試しほ場活用促進事業

機構が中間保有している農地を活用し、新規就農者等による「お試しほ場」とし
て活用するために必要な経費については、別記３により補助する。

４ 耕作放棄地再生支援事業
機構から耕作放棄地を借り受けた「受け手」に対し、再生作業を支援する事業に

要する経費については、別記４により補助する。
５ 事業承継加速化事業

一般社団法人徳島県農業会議（以下、「農業会議」という。）が仲介する農業の事
業承継を円滑に行うために必要な経費については、別記５により補助する。

第４ 事業計画等
農山漁村未来創造事業実施要領（以下「要領」という。）第６に基づく事業計画は、

様式第１号及び様式第２号のとおりとし、事業実施主体が知事へ提出するものとする。

第５ 補助金交付指令前の着工
事業の着工は、補助金交付決定（以下「指令」という。）に基づき行うものであるが、

当該年度内において真にやむを得ない事由により指令前に着工する必要がある場合に
は、事業実施主体は、その理由を具体的に明記した指令前着工届をあらかじめ知事に提
出するものとする。
なお、指令前着工届の様式は様式第５号のとおりとする。

第６ 現地確認
事業実施主体及び市町村長は、耕作放棄地再生支援事業を実施する場合、事業の着工

前及び事業完了後に現地確認をしなければならない。
なお、知事は必要に応じて、事業実施主体及び市町村長と連携し、現地確認を行うも

のとする。

第７ 事業実施主体による補助金の執行



１ 事業計画
（１）耕作放棄地再生支援事業の交付対象者は「耕作放棄地再生支援事業計画書（様式

第３号）」を事業受益の及ぶ範囲を所管する市町村長（事業受益の及ぶ範囲が複数
の市町村の区域に及ぶ場合にあっては、原則として受益面積が最大となる区域を所
管する市町村長とする。以下同じ。）へ提出するものとする。

（２）市町村長は、（１）の事業計画書（複数の交付対象者から事業計画書が提出され
た場合には様式第４号を添えるものとする。）を事業実施主体へ提出するものとす
る。

（３）事業実施主体は、市町村長から事業計画書の提出を受けたときは、内容を検討し、
その内容が適当と認めるときはあらかじめ知事の承認を受けた上で、当該計画を承
認するとともに、その結果を市町村長へ通知するものとする。

（４）市町村長は、（３）の承認を受けたときは、その結果を交付対象者へ通知するも
のとする。

２ 交付申請手続
（１）協力金又は補助金の交付を受けようとする者は、以下の書類を作成し、市町村へ

提出する。
ア 農地集積促進協力金及び条件不利農地借受支援事業は事業実施主体が別に定める
交付申請書

イ 耕作放棄地再生支援事業は、１の計画書を添えた市町村長が定める様式等による
交付申請書

（２）市町村長は、交付対象者から提出された（１）の書類の内容が交付要件を満たし
ており、適正であることを確認の上、事業実施主体が定める要綱に基づき、交付申
請手続きを行う。

３ 実績報告手続
（１）耕作放棄地再生支援事業の交付対象者は、実績報告時に「耕作放棄地再生支援事

業実績報告書（様式第３号）」を添付して市町村長へ提出するものとする。
（２）市町村長は、（１）の実績報告書（複数の交付対象者から実績報告書が提出され
た場合には様式第４号を添えるものとする。）を事業実施主体に提出するものとする。

第８ 本事業により整備した機械等の管理運営等について
１ 管理運営等
（１）交付対象者は、本事業により交付を受けて整備した機械等を、常に良好な状態で

管理し、必要に応じて修繕等を行い、その設置目的に則して最も効率的な運用を図
り適正に管理運営するものとする。

（２）市町村長は交付対象者が、本事業によって整備した機械等を適正に管理運営し、
これにより事業の適正な推進が図られるよう指導するとともに、事業実施後の管理
運営、利用状況及び事業効果の把握に努めるものとする。
また、関係書類の整備、機械等の管理、処分等において適切な措置を講じるよう、

十分に指導監督するものとする。
（３）機械等の管理は、原則として、交付対象者が行うものとする。
（４）知事及び事業実施主体は、交付対象者に対し、適正な管理運営を指導するととも

に、事業実施後の管理運営、利用状況及び事業効果の把握に努めるものとする。
２ 管理方法
（１）交付対象者は、機械等の管理状況を明確にするため、徳島県農林水産政策関係事

業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）様式第８号による財産管理台帳を
備え置くものとする。

（２）交付対象者が法人、または農業者の組織する団体である場合は、その管理する機
械等について、所定の手続を経て管理規程又は利用規程を定めることにより適正な
管理運営を行う。

（３）（２）の管理規程又は利用規程には、次に掲げる事項のうち機械等の種類に応じ
必要な項目を明記するものとする。
① 事業名及び目的
② 種類、名称、構造、規模、型式及び数量
③ 設置場所
④ 管理責任者の役職及び氏名



⑤ 利用者の範囲
⑥ 利用方法に関する事項
⑦ 利用料に関する事項
⑧ 保全に関する事項
⑨ 償却に関する事項
⑩ 必要な資金の積立に関する事項
⑪ 管理運営の収支計画に関する事項
⑫ その他必要な事項

（４）交付対象者は、継続的に機械等を活用できるよう更新に必要な資金の積立に努め
るものとする。

（５）交付対象者は、機械等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、
機械等の管理運営日誌又は施設利用簿等を適宜作成し、整備保存するものとする。

３ 財産処分等の手続
（１）交付対象者は、機械等について、その処分制限期間（徳島県補助金交付規則（昭

和５８年徳島県規則第５３号。以下「交付規則」という。）第１７条及び交付要綱
第１３条に規定する処分制限期間）内に当初の交付目的に即した利用が期待し得な
いことが明らかになり、交付規則第１７条に基づく財産処分として、当該機械等を
当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供
しようとするときは、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分
等の承認基準について」（平成２２年３月２６日付け農林第９４１号農林水産部長
通知。以下「承認基準」という。）の定めるところにより、市町村長の承認を受け
なければならない。この場合において、市町村長は、当該申請の内容を承認すると
きは、承認基準の定めるところにより、その必要性を検討するとともに、あらかじ
め、事業実施主体を通じて知事の承認を受けなければならない。
ただし、補助対象物件の導入に際し、当該物件を担保に供し、自己資金の全部又

は一部について融資を受ける場合は、交付要綱第３条に基づく交付申請書の提出と
併せて、経営改善資金計画書の写し等の必要事項（資金の使途、決算状況、資金繰
りの状況、収支計画及び返済計画）を記載した書類を提出することにより、交付決
定時に併せて承認することができる。

（２）災害の報告
① 交付対象者は、天災その他の災害により、交付対象事業が予定の期間内に完了
せず、又は交付対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を市町村
長に報告するものとする。市町村長は、事業実施主体と協議し、対応を指示する
ものとする。事業実施主体は、結果を知事に報告するものとする。
なお、報告に当たっては、災害の種類、被災年月日、被災時の工事進捗度、被

災程度、復旧見込額及び防災、復旧措置等を明らかにした上で被災写真を添付す
るものとする。
また、事業実施主体及び市町村長は、必要がある場合、現地調査等を実施し、

報告事項の確認を行うものとする。
② 交付対象者は、機械等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けた
ときは、直ちに、市町村長に報告するものとする。
市町村長は、当該報告を受けたときは、当該機械等の被害状況を調査確認し、

遅滞なく、調査の概要、対応措置等を付し、様式第６号により、事業実施主体を
通じて知事に報告するものとする。
また、知事は必要に応じて事業実施主体を通じ、交付対象者に対し指導を行う

ものとする。
③ 前号の報告の後、当該機械等の復旧が不可能であると判断した場合にあっては、
承認基準の定めるところにより、知事に報告を行い、その確認を受けるものとす
る。

４ 増築等に伴う手続
（１）交付対象者は、機械等の移転、更新又は生産能力、利用規模若しくは利用方法等

に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等（以下「増築等」という。）
を当該機械等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ、市町村長に届け出るも
のとする。

（２）市町村長は（１）による届出があった場合、当該増築等の必要性について事業実



施主体と協議するものとする。事業実施主体は協議結果を様式第７号により知事に
報告し、必要に応じその指示を受けるものとする。

第９ 報告及び評価
１ 要領第９の１に基づく達成状況報告書は、様式第８号によるものとし、事業実施翌
年度から毎年度４月３０日までに、事業実施主体から知事に提出しなければならない。

２ 要領第９の２に基づく改善計画書は、様式第８号によるものとし、達成状況報告書
の提出手続に準じて知事に提出するものとする。

３ 要領第９の５に基づく成果目標変更承認申請書は、様式第９号によるものとし、達
成状況報告書に準じて知事に提出するものとする。

第１０ その他
１ 事業承継加速化事業の交付対象者は、継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観
点から、農業関係の共済や保険への積極的な加入に努めるものとする。
ただし、園芸施設共済の引受対象となる施設を整備する場合にあっては、当該施設

の処分制限期間、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証
等に加入等すること。

２ 事業承継加速化事業の交付対象者は、この事業により取得した機械等に事業実施年
度及び事業名を表示しなければならない。

附 則
この実施基準は令和２年４月１日から施行する。
附 則

この実施基準は令和２年１０月２日から施行する。
附 則

この実施基準は令和３年４月１日から施行する。
附 則

１ この実施基準は令和４年４月１日から施行する。
２ この要綱の施行前に旧要綱に基づき交付決定された補助金については、なお従前の
例によることができる。
附 則

この実施基準は令和５年１０月１０日から施行する。



別記１
農地集積促進協力金

第１ 用語の定義
本協力金における各用語（※の部分）の定義は別表１のとおりとする。

第２ 交付対象者
農業経営の規模を縮小する農業者（農地所有者）で、下記の要件を満たす者。

第３ 交付対象農地
以下のすべての要件を満たす農地とする。
また、機構に貸し付けた農地のうち、一筆でも転貸されれば、交付対象となる全農地

面積分について交付申請することができる。
１ 農業振興地域の区域内の農地。
２ 指定期間内に農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号。
以下、「機構法」という。）１８条第１項の規定に基づく農用地利用集積等促進計画（以
下、「促進計画」という。）の認可及び公告（農業経営基盤強化促進法等の一部を改正
する法律（令和４年５月２７日法律第５６号。以下、「改正法」という。）の規定によ
りなお従前の例により定める農用地利用集積計画（以下、「集積計画」という。）の公
告を含む。）が行われ、農地中間管理機構（以下、「機構」という。）へ５年以上の期
間貸し付けられた農地。ただし、機構に貸し付けたものの返還された農地は除く。

３ 合計３０アール以上の自作地（※）である農地。
ただし、「農林統計に用いる地域区分について」（平成１３年１１月３０日付け１３

統計第９５６号農林水産省大臣官房統計情報部長通知）における山間農業地域の基準
（旧市区町村別）に該当する場合は、合計１０アール以上の農地。
なお、実施基準第３の２の事業を実施する農地については、自作地に限らないもの

とする。
４ 農地集積・集約化対策事業実施要綱（平成２６年２月６日付け２５経営第３１３９
号農林水産事務次官依命通知）別記３に基づく経営転換協力金の交付対象とならない
農地。

第４ 交付要件
１ 交付対象農地に共有農地（※）が含まれる場合において、交付を受けた本協力金に
関し共有持分を有する相続人と調整等が必要な場合は、交付申請者が行うこと。

２ 交付対象者は、交付対象農地を機構へ貸し付けた期間、減少した部門の経営を目的
とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託を行えない。

３ 機構に貸し付けた農地が、全く転貸されなかった場合、又は交付対象者自身が所有
農地を機構から借り受けた場合は交付対象にならない。

４ 本協力金の交付を受けた当該農地については、当該交付を受けた年度以降に再度本
協力金の交付を受けられない。また、以下の補助金の交付を受けた者及びその相続人
は本協力金の交付を受けられない。

（１）戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱（平成２４年２月８日付け２３経営第２
９５５号農林水産事務次官依命通知）別記２及び担い手への農地集積推進事業実施
要綱（平成２５年５月１６日付け２５経営第４３２号農林水産事務次官依命通知）
別記１に基づく経営転換協力金

（２）農地集積・集約化対策事業実施要綱（平成２６年２月６日付け２５経営第３１３
９号農林水産事務次官依命通知）別記３に基づく経営転換協力金

（３）徳島県農山漁村未来創造事業の平成２８年度農地集積緊急実証モデル事業の徳島
県版協力金及び平成２９年度農地集積緊急実証モデル事業協力金

第５ 交付額
１０アールあたり１万円以内。（最小単位を１アールとし切り捨てとする。なお、応

募状況により、予算の範囲内で調整する場合がある。）
ただし、１経営体あたり２５万円を上限とする。



第６ 協力金の返還
１ 事業実施主体は、協力金の交付を受けた者が、交付対象農地を機構へ貸し付けた期
間内に、交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合には、次に掲げる場
合を除き、交付を行った協力金を交付対象者から返還させる手続きを行う。

（１）土地収用や農地中間管理事業の推進に係る法律第20条の規定により、農地が機構
から返還された場合等やむを得ない事情のある場合。

２ 上記１により協力金の返還措置を講ずる場合の返還額の算定方法は、次のとおりと
する。
ただし、協力金を交付した翌年度までに交付対象となった農地で返還に該当する事

由が発生した場合には、交付された協力金の全額を返還させるものとする。

協力金返還額＝Ａ×Ｂ
Ａ：返還対象農地面積（a）
Ｂ：交付単価（１０，０００円／１０a）

別表１（第１関係）

用語 定義

自作地 交付対象者又は交付対象者の世帯員等（農地法（昭和２７年法律第
２２９号）第２条第２項に規定する世帯員等をいう。）が、機構に貸
し付けた日の１年前の時点から、所有権に基づき自らが継続して耕
作又は適正な管理を行っていた農地（交付対象者が農地の相続人の
場合は、被相続人が所有権に基づき自ら耕作していた農地で、相続
後から機構に貸し付けられるまでの間に利用権の設定をしていなか
ったもの）をいう。

共有農地 機構法第１８条第５項第４号ただし書の規定により、数人の共有に
係る農地について利用権の設定又は移転として機構への貸付けを行
った農地をいう。



別記２
条件不利農地借受支援事業

第１ 交付対象者
機構を通じた農地の賃貸借によって、条件不利農地等を借り受け、５年以上耕作するこ

とが確実な者とし、本事業の対象となる農地が存在する市町村が策定した農業経営基盤強
化促進法第１９条第１項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画（「以下、「地域計画」
という。）のうち同条第３項の地図（以下、「目標地図」という。）に位置付けられた者、
又は位置づけられることが確実である者及び地域における継続的な農地利用を図る者であ
って、生産の効率化等に取り組むものとして市町村が認める者とする。

第２ 交付対象農地
以下の全ての要件を満たす農地とする。
ただし、農地中間管理機構が管理する農地で、受け手との解約から６ヶ月以上が経過し

ている場合には、１の要件のみを満たす農地とする。
１ 指定期間内に促進計画の認可及び公告（改正法の規定によりなお従前の例により定
める集積計画（一括方式）の公告を含む。）が行われ、機構から交付対象者へ５年間
以上の期間で転貸されている農地
２ 「農林統計に用いる地域区分について」（平成１３年１１月３０日付け１３統計第
９５６号農林水産省大臣官房統計情報部長通知）における中間農業地域又は山間農業
地域（旧市町村別）に該当する農地

３ １区画が１０ａ未満の狭小な農地

第３ 交付額
１０アールあたり１万円以内。（最小単位を１アールとし、切り捨てとする。）
ただし、１経営体あたり５０万円を上限とする。

第４ 補助金の返還
事業実施主体は、本事業の交付を受けた者が、当該農地の貸借契約期間内の中途解約等

により、事業の実施要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合には、当該農地に
係る補助金を返還させることができる。
ただし、土地収用等の借り手の責によらないやむを得ない事情のある場合には、この

限りではない。



別記３
お試しほ場活用促進事業

第１ 対象農地
１ 機構が農地を借り受けてから、１ヶ月以上中間保有している農地
２ 受け手との合意解約等により、機構が中間保有している農地

第２ 事業の種類
第１の農地を活用した「お試しほ場」として活用は以下を対象とする。

１ 就農希望者、新規就農者等が就農や農地の借受に先立って、技術指導を受けながら
農地を活用して行うお試し就農

２ 就労支援施設等による農業技術の習得のための研修等
３ 企業や任意団体等による農地の保全活動等

第３ 事業期間
原則として６ヶ月以上、１年間以内とする。

第４ 対象となる経費
別表２のとおりとする。

第５ 交付額
１０アールあたり１０万円以内。（最小単位を１アールとし、切り捨てとする。）

ただし、１経営体あたり２５万円を上限とする。

第６ 関係機関の協力体制
本事業の実施は、農業支援センター、市町村、ＪＡ等の関係機関との密接な連携の元

で行うものとし、技術指導等の体制が整っている場合にのみ行うものとする。
また、農業支援センターは必要に応じて第７の手続きを補助するものとする。

第７ 事業手続き
１ 第２の１の活用を希望する者は、農業支援センター等の関係機関とあらかじめ相談
及び必要な調整を行った上で、様式第１０号により事業実施主体へ申し込みを行う。

２ 第２の２及び３の活用を希望する者は、様式１０号により事業実施主体へ申し込み
を行う。

３ 事業実施主体は、申し込み内容が適当と認める場合には、活用希望者及び関係機関
へ通知した上で、対象農地の提供を行うものとする。

４ 事業の終了後、お試しほ場として農地を活用した者は様式１１号により事業実施主
体へ完了報告を行うとともに、当該農地の借受を検討するものとする。

別表２（第４関係）

区分 内容

謝金 お試しほ場での技術指導を行う者に対する謝礼に要する経費（謝
金の単価については、内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な
根拠に基づき単価を設定すること）

需用費 事業を実施するために必要となる経費（種子・種苗費、農業用資
材費、農業用機械リース料等）

委託費 事業目的の達成のために事業の一部分を他の団体へ委託するため
に必要な経費

その他 上記に掲げるもののほか、知事が必要と認める経費



別記４
耕作放棄地再生支援事業

第１ 交付対象者
本事業の交付対象者は、機構を通じた農地の賃貸借によって、再生作業後の当該農地

において５年以上耕作することが確実な者とし、本事業の対象となる農地が存在する市
町村が策定した地域計画のうち目標地図に位置付けられた者、又は位置づけられること
が確実である者及び地域における継続的な農地利用を図る者であって、生産の効率化等
に取り組むものとして市町村が認める者とする。

第２ 対象農地
以下のすべての要件を満たす農地とする。

１ 指定期間内に促進計画の認可及び公告（改正法の規定によりなお従前の例により定
める集積計画（一括方式）の公告を含む。）が行われ、機構から交付対象者へ５年間
以上の期間で転貸されている農地

２ 都市計画法（昭和４３年法律第百号）第７条第２項に基づく市街化区域以外の農地
とし、農地法第３０条に基づく「利用状況調査」の結果、同法第３２条第１項第１号
に該当する農地（１号遊休農地）

第３ 事業実施後の耕作状況の確認
１ 市町村長は、本事業により再生した農地等について、当該農地において５年間毎年
度耕作の状況を確認し、翌年度の４月末日までに様式第１２号により事業実施主体へ
報告するものとする。事業実施主体は、内容を確認した上で、知事へ報告するものと
する。

２ １の確認に当たっては、農業委員会が実施する農地法第３０条に基づく「利用状況
調査」等の結果を確認するものとする。

３ 事業実施主体及び市町村長は、当該農地について自然災害その他やむを得ない理由
により再生作業が終了した日から５年を経ずして再び耕作されなくなった場合には、
営農を再開するために必要な指導や支援、新たな耕作者の確保等について検討するも
のとする。さらに、再生作業後、当該農地において５年間耕作した後も、事業実施主
体は引き続き、賃借権等が継続されるよう努めるものとする。

４ ３に規定する「自然災害その他やむを得ない理由」に該当する場合とは、次に定め
るところによるものとする。

（１）豪雨、地震等の自然災害の場合
（２）交付対象者において農業者本人の死亡、高齢又は農業者本人若しくはその家族の

病気その他これらに類する事由により営農の継続が困難と市町村長が判断した場合
（３）土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）等に基づき収用若しくは使用を受けた

場合又は同法３条の「土地を収用し、又は使用することができる事業」の要請によ
り任意に売渡もしくは使用させた場合

第４ 実施基準等
１ 交付対象者は、市町村、機構、地域の関係機関等と協力し、この事業を推進するも
のとする。また、市町村長は、本事業の効果的かつ適正な実施を図るため、関係機関
と密接に連携・協力するとともに、交付対象者から提出された実施計画に基づいて、
農業委員会や機構等と対象農地の利用調整を図るなど、本事業の円滑な実施に努める
ものとする。

２ 具体的な事業区分、交付対象内容等については、別表３に掲げるとおりとする。

第５ 補助金の返還
１ 事業実施主体は、本事業により再生作業を実施した農地について、事業実施後５年
間の耕作が確認されるまでの間に農地転用等により交付要件を満たさなくなったこと
が明らかとなった場合には、次に掲げる場合を除き、市町村を通じて交付を行った補
助金を交付対象者から返還させる手続きを行う。

（１）土地収用法第２６条第１項の規定による告示（他の法律の規定による告示又は公
告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。）に係る事業の用に供する場



合
（２）受益地において農業を営む者の農業経営上必要な施設の用に供する場合であって、

知事が補助金を返還させないことを相当と認める場合
（３）ア及びイのほか、知事が補助金を返還させないことを相当と認める場合
２ 上記１により補助金の返還措置を講ずる場合の補助金の返還額の算定方法は、次の
とおりとする。
補助金返還額＝Ａ×Ｃ／Ｂ
Ａ：返還対象補助額の総額
Ｂ：受益地の総面積
Ｃ：転用受益地の面積

別表３（第４関係）

事業種目 補助対象経費 補助率 標準事業費

再生作業に要 対象農地の再生作業に要 [定額]７万円/１０a 土壌改良：３万円/１
する経費 する経費・障害物除去、 ※ただし、対象経費 ０a

廃棄物処理、深耕、整地、 を合わせた額が定額
これらの作業と併せて行 の範囲内であっても、
う土壌改良（肥料、有機 右に定める作業につ
質資材の投入）等 いては、標準事業費

を超えない範囲で行
うものする。



別記５
事業承継加速化事業

第１ 事業内容
１ 農地や機械等の資産鑑定

農地を含む事業の譲渡を希望する者が、農地や機械等の資産鑑定を不動産鑑定士等
へ依頼した場合に要する鑑定報酬等（ただし、第１の４により支出した経費（謝金、
旅費等）を除く。）を助成する。

２ 事業承継に要する契約手続き
農地を含む事業を譲受する者が、その事業を譲渡する者との売買契約や不動産登記

等の手続きを司法書士、土地家屋調査士及び行政書士等へ依頼した場合に要する報酬
等を助成する。

３ 機械等の整備
農地を含む事業を譲受した者が、農業経営に要する機械等を整備するため、承継し

た機械等を修繕する場合、又は農業経営に不足する機械等を購入する場合に要する経
費を助成する。ただし、交付対象とする機械等は次のとおりとする。

（１）交付対象者が自らの経営において行う農産物の生産、流通、加工、販売の改善に
必要な機械等であること。

（２）対象とする機械等は、受益範囲・利用計画からみて適切なものとすること。
（３）（１）の機械等を購入する場合は、個々の内容ごとに、次に掲げる基準を満たす

ものとする。
ア 事業費が整備内容ごとに５０万円以上であること。（トラクター等本体と一体
的に整備する場合は、５０万円未満の付属装置も対象とする。）

イ 原則として、耐用年数が５年以上のものであること。
ウ 運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バッ
クホー、ＧＰＳガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供され
るような汎用性の高いものではないこと。

エ 整備を予定している機械等が、交付対象者の事業計画の達成に直結するもので
あること。

４ １～３の取組推進
本事業の実施に際し必要となる専門家等による伴走支援、交付対象者のリスト作成、

広報活動及びマッチング支援に関する事務等に要する経費で、別表４に掲げる経費を
助成する。

第２ 交付対象者
１ 第１の１で定める経費の交付対象者は、農業会議が設置する相談窓口へ相談し、農
業会議が実施する業務の支援対象とされた者で農地を含む事業の譲渡を希望する者と
する。

２ 第１の２で定める経費の交付対象者は、農業会議が仲介する事業承継において、農
地を含む事業を譲受する者とする。

３ 第１の３で定める経費の交付対象者は、農業会議が仲介する事業承継において、農
地を含む事業を譲受した者とする。

４ 第１の４で定める経費については、農業会議へ補助するものとする。

第３ 補助率
１ 第１の１で定める経費の補助率は定額とし、補助金の額は、助成対象者１人当たり
５０万円以内とする。

２ 第１の２で定める経費の補助率は２分の１以内とし、補助金の額は、助成対象者１
人当たり３０万円以内とする。

３ 第１の３で定める経費の補助率は１０分の３以内とし、補助金の額は、助成対象者
１人当たり１００万円以内とする。

４ 第１の４で定める経費は定額とする。

第４ 交付要件
１ 本事業の実施に直接必要な経費として明確に区分できるものであって、かつ証拠書



類によって金額、内容等が確認できること。
２ 国又は県の補助事業の補助対象となっていない経費であること。

第５ 事業手続き
１ 第１の１から３で定める経費の交付対象者は、次のとおり手続きを行う。
（１）事業計画

ア 交付対象者は農業会議と事前調整の上、事業計画書（第１の１及び２で定める
経費は様式第１３号、第１の３で定める経費は様式第１４号による。）を事業受
益の及ぶ範囲を所管する市町村長へ提出するものとする。

イ 市町村長は、（１）の事業計画書（複数の交付対象者から事業計画書が提出さ
れた場合には様式第４号を添えるものとする。）を知事へ提出するものとする。

ウ 知事は、市町村長から事業計画書の提出を受けたときは、内容を検討し、その
内容が適当と認めるときは当該計画を承認するとともに、その結果を市町村長及
び農業会議へ通知するものとする。

エ 市町村長は、ウの通知を受けたときは、その結果を交付対象者へ通知するもの
とする。

（２）交付申請
ア 交付対象者は、（１）の事業計画書を添えた市町村が定める様式等による交付
申請書を作成し、市町村へ提出する。

イ 市町村長は、交付対象者から提出されたアの書類の内容が交付要件を満たして
おり、適正であることを確認の上、交付要綱に基づき、交付申請手続きを行う。

（３）実績報告
ア 交付対象者は、実績報告時に実績報告書（第１の１及び２で定める経費は様式
第１３号、第１の３で定める経費は様式第１４号による。）を添付して市町村長
へ提出するものとする。

イ 市町村長は、アの実績報告書（複数の交付対象者から実績報告書が提出された
場合には様式第４号を添えるものとする。）を知事に提出するものとする。

２ 第１の４で定める経費については、次のとおり手続きを行う。
（１）事業計画

ア 農業会議は、事業計画書（様式第２号）を知事へ提出するものとする。
イ 知事は、農業会議から事業計画書の提出を受けたときは、内容を検討し、その
内容が適当と認めるときは当該計画を承認するものとする。

（２）交付申請
農業会議は、（１）の事業計画書を添えた交付申請書を作成し、知事へ提出する

ものとする。
（３）実績報告

農業会議は、実績報告書（様式第２号）を知事へ提出するものとする。

第６ 関係機関の協力体制
本事業の実施は、農業会議等の関係機関との緊密な連携の元で行うものとする。

別表４（第１関係）

区分 内容

謝金 専門的知識の提供、資料の収集、会議の出席等について協力を得
た専門家等に対する謝礼に必要となる経費

旅費 検査等のため必要な旅費
需用費 消耗品費（各種事務用紙等の文房具、その他消耗品費）
燃料費 自動車等の燃料費
印刷製本費 パンフレット等の印刷費及び製本費
役務費 通信運搬費（郵便料、電信電話料及び運搬費等）、振込手数料
使用料及び賃借料 会場借料等の借料及び損料
その他 上記に掲げるもののほか、知事が必要と認める経費


